
県産材を取り巻く状況 

１ 県内の人工林の現況 

県内の民有林※1約 18 万 ha のうち、約 5 万 1 千 ha がスギを主体とした人工林※2と

なっています。現在、9 齢級（41～45 年生）以上が面積では約 84％、蓄積では約 9

割を占め、本格的な利用期を迎えています。 

２ 素材生産量 

県内の素材※3生産量は、昭和 39 年の 26 万 1 千ｍ3 をピークに減少し、平成 15 年に

は過去最低となる 3 万 6 千ｍ3 となりました。その後、人工林資源が充実してきたこ

とから、「富山県県産材利用促進条例」に基づき、「伐って、使って、植えて、育てる」

森林資源の循環利用を基本に、間伐の着実な実施や林業担い手の確保・育成など川上

での取組みに加え、木材加工施設の整備など川下での取組みを一体的に進めており、

その結果、令和 2 年の素材生産量は、平成 30 年の約 3 割増となる 12 万 8 千㎥と、基

本計画における令和 3 年の目標をほぼ達成しています。 

３ 素材の用途別利用量 

製材用材（Ａ材）は、主に建築用として大半が県内の製材工場に、また、合板用材

（Ｂ材）は、ほぼ全量が石川県七尾市の合板工場に持ち込まれています。 

チップ用材（Ｃ、Ｄ材）は、製紙用として県内のチップ工場に持ち込まれるほか、

未利用間伐材を主な燃料とした木質バイオマス発電所が、平成 27 年 5 月から射水市

内で稼働しており、安定的な需要先が確保されたことから、利用量が増加していま

す。 

民有林人工林（針葉樹）齢級別面積・蓄積 

※１齢級は５年

齢級 

(R2.3.31 現在 県森林政策課調) 

(農林水産省及び県森林政策課調) 

素材生産量の推移 

４ 製材用素材需要量 

かつて本県は、我が国有数の北洋材※7の集積地であり、富山新港周辺の大規模製材

工場から全国に製材品を出荷する重要な地場産業となっていましたが、木材需要の減

少と平成 19 年以降のロシア政府の輸出関税の引き上げによって、丸太の輸入が激減

しました。 

こうした中、北洋材を取り扱う製材工場は減少しましたが、一部では、県産材を含

めた国産材への原料転換が進みつつあります。また、令和 3 年春頃から、米国や中国

を中心とした木材需要の増に伴い、国内の建築用木材が不足するとともに、価格が高

騰しており、県内においても県産材の需要が高まっています。 

５ 素材価格 

富山県森林組合連合会が実施している木材共販における県産スギ 1ｍ３あたりの素

材価格（4ｍ、20cm 並材）は、昭和 55 年の 36,000 円をピークに下落し、平成 29 年

には過去最低となる 8,000 円となりました。その後、令和 2 年においても、新型コロ

ナの感染拡大の影響で下落したものの、翌令和 3 年には、世界的な木材需要の高まり

や価格の高騰を受け、県産素材価格も持ち直し、11 月末時点で 11,700 円となってい

ます。 

単位 ： 千㎥
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６ 新設住宅着工戸数と木造率 

木材需要の多くを占める住宅の着工戸数は、近年、減少傾向にあります。今後、人

口減少や高齢化の進行が見込まれる中、住宅需要についても低下すると見込まれてい

ます。 

一方、県内の木造率は上昇傾向にあり、令和 2年度は 86％で、全国平均より 30 ポ

イント近く高くなっています。

７ 木造公共建築物の着工床面積と木造率 

平成 22 年 10 月の「公共建築物等木材利用促進法」の施行を受け、県や市町村では

公共建築物等の木材利用推進方針を策定し、公共建築物の木造化※8や内装等の木質化

を進めています。 

しかしながら、県内の木造率はその年度に着工した公共建築物の規模が大きく影響

し、木造で建築することが難しい総合病院などの大規模施設が着工した年度は木造率

が大きく低下する傾向にあります。 
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